
林 泰則

左より、医療･介護･福祉の会･小島代表理事、宮本議員、全労連･秋山副議長、畦元政務官、全日本民医連･林事務局次長、
中央社保協･林事務局長、介護をよくする市民の会･澤部さん、リモート参加で21老福連・井上事務局長

中央社保協介護障害者部会
全日本民医連介護･福祉部

●● 介護保険の抜本改善・大幅処遇改善を求める介護署名＜第２次＞提出集会

●●● ２０２６年３月１８日（水）１２：００～／参議院議員会館１０２会議室

【報告】 介護保険をめぐる情勢

２０２５・１１・２０
介護請願署名国会提出集会（第一次）･･･９２，２６３筆を提出 ２０２６・２・１２ 厚労省への要請･･･現場の声、現状を伝えました

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連
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介護請願署名＝２０２５年臨時国会・２０２６年特別国会に提出

１ 介護保険の利用に困難をもたらす利用料２割負担の対象拡大、ケアプランの有料化、要介
護１、２の保険給付はずし（総合事業への移行）など、介護保険の利用に重大な困難をもたら
す新たな制度見直しを検討しないこと･･･【改悪（負担増）阻止】

２ 訪問介護の基本報酬引き下げを撤回し、介護報酬全体の大幅な底上げを図る再改定を至
急行うこと。その際はサービスの利用に支障が生じないよう、利用料負担の軽減などの対策
を講じること･･･【介護報酬の底上げ】

３ 全額国庫負担により、すべての介護従事者の給与を全産業平均まで早急に引き上げること。
介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き上げを行うこと

･･･【大幅な処遇改善】

４ 必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保険料、利用料などの費用負担の軽減、
サービスの拡充による介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護保険財政に対する

国庫負担の割合を大幅に引き上げること･･･【制度の抜本改善＝国庫負担引き上げ】

介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める請願署名
ー新たな利用困難をもたらす見直しを中止し、

介護する人、受ける人がともに大切にされる介護保険制度へー

★ 私たちの４つの基本要求
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介護保険部会のとりまとめ（２０２５年１２月２５日）

ー「介護保険制度の見直しに関する意見」－

目 次

介護保険部会
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見直しの論点 確認された対応方針

■ 「一定以上所得」の判断基準
＝利用料２割負担の対象者の拡大

→ ● 第１０期介護保険事業計画開始の前までに結論
＝２０２６年に審議を継続

■ ケアマネジメントに関する給付の在り方
＝ケアプラン（ケアマネジメント）の有料化

→ ● 現行ケアマネジメントに対する有料化は ＜先送り＞
● ただし、新たな有料化を実施
…「住宅型」有料老人ホームに新たな相談支援の類型を

設け、利用者負担を求める
■ 軽度者への生活援助サービス等に関する給付

の在り方
＝要介護1､２の生活援助等を総合事業に移行

→ ● 引き続き、包括的に検討を行う ＜先送り＞

「給付と負担」－介護保険部会「意見」とりまとめ（２０２５年１２月２５日）

■■ 三大改悪案

見直しの論点 確認された対応方針

■ 第１号被保険者負担の在り方 → ● 引き続き検討を行う ＜先送り＞
■ 「現役並み所得」の判断基準

＝利用料３割負担の対象者の拡大
→ ● 引き続き検討を行う ＜先送り＞

■ 補足給付に関する給付の在り方 → ● 一部の所得段階の負担限度額引き上げ
■ 多床室の室料負担

＝対象施設の拡大
→ ● 介護給付費分科会にて引き続き検討

（２０２７年度介護報酬改定の中で具体化を図る）
■ 被保険者・受給者の範囲 → ● 引き続き検討を行う ＜先送り＞

■ 金融所得・金融資産の反映の在り方 → ● 将来的な導入について、引き続き検討を行う
※後期高齢者医療制度においても検討 ・ 預貯金等の確認でのマイナンバーの活用について、引

き続き検討を行う
■ 高額介護サービス費の在り方 → ● 引き続き検討を行う ＜先送り＞

■■ その他の論点

負担増が焦点
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「利用料２割負担の対象拡大」案 （２０２５年１２月１日・厚労省提案）

■ 厚労省が介護保険部会（１２月１日）に提案した内容

【Ⅰ】 「一定以上所得」（負担上限額）の引き下げ

【Ⅱ】 負担軽減措置（配慮措置）❶＝負担増に上限を設定

【Ⅲ】 負担軽減措置（配慮措置）❷

＜現在＞

年金収入等で２８０万円以上（単身の場合）
＝所得上位２０％が対象

＜提案－４つの案＞

・ ２６０万円以上
・ ２５０万円以上
・ ２４０万円以上
・ ２３０万円以上（所得上位３０％）

● 「当分の間、１割負担からの増額分を月７､０００円に抑える」

［例］ １割負担なら１０､０００円 ⇒ ２割負担になると ２０､０００円、実際の負担額：１７､０００円

● 預貯金が一定額以下の者は、申請により１割負担に戻す
※補足給付と同様の仕組みを想定（通帳のコピーを添付して自己申告）
※対象＝預貯金、有価証券、投資信託、現金、負債（借入金、住宅ローン）

※必要に応じて金融機関に照会。不正受給の場合は給付額＋加算金を徴収

「第１０期介護保険事業計画期間の開始（２０２７年度～）の前までに、結論を得る」

タンス預金も
申告の対象？

資産
CHECK

★ ２０２６年に審議を継続

※政令「改正」⇒パブコメ

法「改正」 不要

法「改正」が必要

法「改正」 不要
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「利用料２割負担の対象拡大」による財政（抑制）効果

第１３０回介護保険部会（２０２５年１２月１日）資料

衆院選にかかった費用＝８５５億円！

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001603423.pdf
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ケアプラン有料化 ⇒ 今回は見送り ＋ 一部（住宅型有老ホーム）新規導入

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001603423.pdf第１３０回介護保険部会（２０２５年１２月１日）資料
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軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
＝要介護1､２の生活援助サービス等を総合事業に移行

第１３０回介護保険部会（２０２５年１２月１日）資料

⇒ 今回は見送り
（引き続き、「包括的」に検討）

★ 「総合事業の実施状況、市町村の意向、利用者への影響等もふまえながら、引き続き､包括的に検討を行う」

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001603423.pdf
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多床室室料負担⇒対象施設のさらなる拡大／２０２７年度介護報酬改定で検討

特養 「療養型」
「その他」型
老健施設

「Ⅱ型」
介護医療院

第１３１回介護保険部会（２０２５年１２月１３日）資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001611238.pdf
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● 後期高齢者医療制度での対応状況も踏まえつつ、介護保険制度における将来的な導入について、制度面・運
用面等の総合的な観点から、引き続き検討を行うことが適当である。

※ 「改革工程」＝「預貯金口座へのマイナンバー付番の状況等を踏まえつつ、（中略）介護保険における負担への
金融資産等の保有状況の反映の在り方について検討を行う」

↓
● 政府として預貯金等へのマイナンバーの付番を推進し、その状況を踏まえて、預貯金等の確認でのマイナン
バーの活用について、引き続き検討を行うことが適当である。／介護保険部会「意見」

金融所得・金融資産の反映のあり方 ⇒ 引き続き検討（マイナンバーの活用）

介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」参考資料（２０２５年１２月４日・医療保険部会資料）

★ 「医療保険改革法案」を閣議決定（３月１３日）･･･ＯＴＣ類似薬の保険給付の見直し、後期高齢者の医療窓口負担・保険料へ
の金融所得の反映、標準的な出産費用の無償化、等

（人口減少・サービス需要の変化に応じた
サービス提供体制の構築）
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「２０４０年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ（概要）
２０２５年７月２５日

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001602136.pdf第１３０回介護保険部会（２０２５年１２月１日）資料
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●● 介護保険法、社会福祉法などを一括法として「改正」

● 中山間・人口減少地域でのサービス提供体制について

● 地域の実情に応じた弾力的な配置基準の設定

● 包括的な評価の仕組み（月単位の定額報酬）が導入可能となる特例介護サービスの類型
「特定地域サービス」（仮称）の新設

● 市町村が地域支援事業として居宅サービスなどを給付に代えて実施できる「特定地域居宅
サービス等事業」（仮称）の創設／介護保険財源を活用

● 中重度の要介護者などが入居する（住宅型）有料老人ホームについて

● 登録制度の導入

● ケアプラン作成と相談支援を包括的に提供する「登録施設介護（予防）支援」（仮称）を新設、
利用者負担を求める

● ケアマネジャーの研修受講を要件とした更新制度の廃止

● 利用料２割負担の対象拡大 ⇒⇒

「介護・福祉改革法案」の概要

第２の総合事業？

ケアマネジメント一部有料化

「柔軟化・弾力化」＝規制改革

･･･今回の特別国会に提出予定

※「囲い込み」是正
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介護保険２５年の経過－「制度の持続可能性の確保」の追求

負担の見直し 給付の見直し 介護報酬 介護保険料※ 

第１期 － 2,911円

（00～02年度）

第２期 ●施設等の居住費・食費の徴収開始 ●基盤整備の総量規制 ▲2.3％ 3,293円
（03～05年度） ＋補足給付（負担軽減制度）導入 ●給付適正化対策スタート

第３期 ●新予防給付（要支援１､２）の創設 ▲2.4％ 4,060円

（06～08年度） 【予防重視型システムへの転換】

第４期 ●処遇改善交付金制度創設 ＋3.0％ 4,190円
（09～11年度） ●認定制度の全面見直し 【軽度判定化】 ※実質プラス改定

第５期 ●処遇改善交付金を介護報酬に編入 ＋1.2％ 4,972円

（12～14年度）

＜消費税８％へ＞

（→利用者負担が発生） ※実質▲0.8％

第６期 ●利用料２割負担導入 ●総合事業スタート 【給付から事業へ】 ▲2.27％ 5,514円
（15～17年度） ●補足給付に資産 ●特養の入所対象を原則要介護３以上に ※基本報酬で

要件等導入 ★「自立」理念の転換（未来投資会議） ▲4.48％

第７期 ●利用料３割負担導入 ●生活援助（訪問介護）に届出制導入 ＋0.54％ 5,869円
（18～20年度） ●高額介護サービス費上限引き上げ ●福祉用具の平均貸与価格の設定 ※適正化分で

●総報酬割導入 ＜消費税１０％へ＞ ★財政インセンティブ導入 ▲0.5％

第８期 ●補足給付の資産要件等の見直し ●ＬＩＦＥ（科学的介護）導入 ＋0.67％ 6,014円
（21～23年度） ※コロナ対応分は

21年9月末まで

第９期 ●「生産性の向上」を加算で評価 ＋1.59％ 6,225円

（24～26年度）

◆ 「史上最悪」の改悪を提案
＝全面実施は見送り（２０２２年）

↓↓
◆ 利用料２割負担の対象拡大等

＝２０２６年に審議再開

基準額の全国平均

社会保障・税一体改革

全世代型
社会保障改革

小泉構造改革

新しい資本主義

★負担は上がり、給付は削られ、報酬は低く据え置かれ･･･
一方で、介護保険料は右肩上がりに上昇

聖域なき構造改革
６
年
に
１
度
の
法
「
改
正
」

■ 社会保障制度改革推進法

３
年
に
１
度
の
法
「
改
正
」
（
他
法
と
の
一
括「
改
正
」）

→ ２０１５年

→ ２０２５年

→ ２０４０年

■ 戦争法制定
経済・財政一体改革

アベノミクス

（ケアプランの有料化の提案 2011年）
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改定率 内訳等

2003年 ▲2.3％

2006年 ▲2.4％ 施設等の食費・居住費の自己負担化分（05年10月～）をふくむ

2009年 ＋3.0％

2012年 ＋1.2％ 処遇改善補助金（報酬2.0％相当）を組み入れ、実質▲0.8％
※2014年 ＋0.63％ 消費税への対応－区分支給限度額の引き上げなど

2015年 ▲2.27％ 基本報酬で▲4.48％（全サービスで引き下げ）
※2017年 ＋1.14％ 処遇改善（1万円相当）

2018年 ＋0.54％ 通所介護等で▲0.5％の適正化
※2019年 ＋2.13％ 処遇改善（1.67％）、消費税対応（0.39％）、補足給付（0.06％）

2021年 ＋0.70％ うち＋0.05％はコロナ対策（～2021年9月）。第8期通算＋0.67％

※ 2022年 ＋1.13％ 処遇改善（9,000円相当）

2024年 ＋1.59％ うち処遇改善＋0.98％、その他（基本報酬分など）＋0.61％

介護報酬改定の経過（本改定＋臨時改定）

老人福祉･介護事業所の倒産件数推移

2000年 3 2015年 76

2001年 3 2016年 108

2002年 8 2017年 111

2003年 4 2018年 106

2004年 11 2019年 111

2005年 15 2020年 118

2006年 23 2021年 81

2007年 35 2022年 143

2008年 46 2023年 122

2009年 38 2024年 172

2010年 27 2025年 176

2011年 19 2026年 ？

2012年 33

2013年 54

2014年 54

※※ 2026年（6月～） ＋2.03％ 処遇改善分＋1.95％
基準費用額（食費）引き上げ分＋0.09％

･･･本改定実施年

介護報酬改定率の推移（本改定＋臨時改定）

コ
ロ
ナ
対
応
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■ 老人福祉・介護事業の倒産件数の年次推移 （再掲：主要サービス事業内訳）

■ 老人福祉・介護事業の休廃業･解散件数の年次推移 （主要サービス事業内訳）

倒産件数、休廃業・解散件数は過去最多（２０２５年）－訪問介護が計６７％

※東京商工リサーチ調査

東京商工リサーチ調査

■ 訪問介護
■ 通所･短期入所
■ 有料老人ホーム
■ その他

■ 訪問介護
■ 通所･短期入所
■ 有料老人ホーム
■ その他

訪問介護
（71.2％）

訪問介護

（51.7％）

● 「コロナ禍前からヘルパーなどの人手不足が慢性化している。さらに、高齢化が加速するなかで、賃上げが進
む他産業に比べて介護職員への処遇改善が遅れ、人手不足に輪をかけている。」、「大手の参入による競合や、
物価高に伴う運営コストの上昇などで、先行きが見通せない介護事業者の諦めが「休廃業・解散」の増勢に反映し
ているようだ。赤字累積や過剰債務の拡大で倒産する前に、早めの休廃業・解散の選択が増えている。」

● 「倒産も過去最多を更新し、「休廃業・解散」と倒産が紙一重の状況が続いている。」

● 「介護事業者の倒産原因は、売上不振（販売不振）が140件（構成比79.5％）で、約8割を占めた。
利用者の獲得競争や人手不足から利用率の落ち込みが大きい。」

● 「倒産事業者の規模は、資本金500万円未満（個人企業他含む）が128件（同72.7％）、負債1億
円未満が141件（同80.1％）、従業員10人未満が142件（同80.6％）と、事業規模の小さい小・零細
事業者がほとんどを占めている。」

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

すべてのサービス類型について２％以上引き下げ

訪問介護の報酬は上がっていない （介護保険施行２０００年がピーク）

（改定年度） 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024
2024

／2000
３０分以上１時間未満 402 402 402 402 402 388 394 396 387 -3.7%
１時間以上 584 584 584 584 584 564 575 579 567 -2.9%

しんぶん赤旗 ２０２６・２・１２

訪問介護の基本報酬引き下げは政府の「失策」－広がり続ける怒りの声

訪問介護事業所がない
自治体数の推移移訪問介護事業所の２０２４年９月時収益（対前年同月比）

★ すべての地域（「都市部」「中山間・離島」「その他」）において
訪問介護事業所６割が減収、５％減収が最多！（厚労省調査）

⇒ 引き下げの理由＝収支差率の高さ（＋７.８％･･･全平均２.４％）

（身体介護の場合）

（厚労省「令和５年度介護事業経営実態調査」）

★ ３６.７％が赤字

★ 高齢者住宅に併設され、

住宅内だけ訪問するタイ
プの事業所で、収差率を
引き上げている ケースが
ある

収支差率の内訳

の
はじまり

２４年度改定以降
急増
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ヘルパーの有効求人倍率－１４倍超

3.29 

4.95 

7.04 

9.30 

11.33 

13.10 

15.03 14.92 14.76 15.53 
14.14 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ケアマネジャー試験の受験者・合格者数激減
第３回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会（２０２４・６・２４）資料
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定員割れ続く介護福祉士養成校
※養成施設（課程）数 2021年：３27施設⇒ 2025年：272施設

※日本介護福祉士養成協会調べ

※厚労省「介護サービス施設・事業所調査」

介護従事者数が前年比はじめて減少
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66.9％

外国籍留学生
4,074名
（55.4％）

2024年度極微増
（＋487人）

（２０２３年）

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連
第１２０回介護保険部会（２０２５年５月１９日）資料

介護職員の不足見込み－２０２６年度２５万人、４０年５７万人

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html
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全産業平均との給与差がさらに拡大（２０２４年）

第１２０回介護保険部会（２０２５年５月１９日）資料

【出典】厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を基に作成。
注）賞与込み給与は、調査年の６月分として支払われた給与に調査年の前年の１月から12月分の賞与の1/12を加えて算出した額。

２０２１年 ７.０万円

２０２２年 ６.８万円

２０２３年 ６.９万円

８.３万円

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

右肩上がりの介護保険料－第９期は最高額６,２２５円（基準額の平均）

第２号保険料（４０～６４歳）も過去最高額

● ２０２６年度＝月額 ６,３６０円

⇒ ２０００年度（２,０７５円）から３倍！

第１期 ２０００～０２年度 ２,９１１円

第２期 ２００３～０５年度 ３,２９３円

第３期 ２００６～０８年度 ４,０９０円

第４期 ２００９～１１年度 ４,１６０円

第５期 ２０１２～１４年度 ４,９７２円

第６期 ２０１５～１７年度 ５,５１４円

第７期 ２０１８～２０年度 ５,８６９円

第８期 ２０２１～２３年度 ６,０１４円

第９期 ２０２４～２６年度 ６,２２５円
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深刻な「機能不全」を起こしている介護保険制度
－ 「サービスの空洞化」＝「保険あって介護なし」の現実化・強化－

❶ 【利用者にとって】 ＝＜利用できない・利用させない＞介護保険
･･･ 相次ぐ制度の見直し（給付の削減・負担の引き上げ）による利用制限の強化

（負担） 利用料２割負担・３割負担の導入、施設等での食費・居住費の自己負担化、補足給付 に資産
要件等導入＋厳格化、高額介護サービス費の負担上限額引き上げ、等

（給付） 新予防給付（要支援１、２）創設）、要介護認定見直し（軽度判定誘導）、「総合事業」創設、 特
養入所制限（原則要介護３以上）、生活援助多数回数利用プラ ンの届け出義務化、等

（さらに） ・ 「自立」の理念の改変（２０１６年）、保険給付からの“卒業”（強制退学＝自立支援）促進

・ 財政インセンティブ導入･･･給付「適正化」を自治体に競わせる（保険者機能の強化？）

❷ 【事業者にとって】 ＝＜必要なサービスを提供できない＞介護保険
･･･ 事業の存続を左右しかねない慢性的な人手不足と厳しい経営困難

★★ 低く据え置かれた介護報酬、遅々として進まない処遇改善

●● 介護保険料は右肩上がりに上昇

２０００年（第１期）：２,９１１円⇒⇒ ２０１８年（第７期）：５,８６９円⇒⇒ ２０２４年（第９期）：６,２２５円

❸ 介護保険料を払っているのに、必要なサービスを受けられない

★ 「国家的（保険）詐欺」！

“保険料を納めた人には平等に給付を行うのが保険制度の大原則”“介護保険は「国家的詐欺」に
なりつつあると思えてならない”／元厚労省老健局長・堤修三氏（2015.11.10 「シルバー産業新聞」）

誰のための､何のための
「持続可能性」？

「介護の社会化」から
「介護の再家族化」へ

地域の介護需要に応えきれない

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

自治体の９７％が「介護保険の持続可能性」に危機感！

● ２０２５年６～７月 共同通信社調査

東京新聞 ２０２５年８月３１日



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

介護請願署名＝２０２５年臨時国会・２０２６年特別国会に提出

１ 介護保険の利用に困難をもたらす利用料２割負担の対象拡大、ケアプランの有料化、要介
護１、２の保険給付はずし（総合事業への移行）など、介護保険の利用に重大な困難をもたら
す新たな制度見直しを検討しないこと･･･【改悪（負担増）阻止】

２ 訪問介護の基本報酬引き下げを撤回し、介護報酬全体の大幅な底上げを図る再改定を至
急行うこと。その際はサービスの利用に支障が生じないよう、利用料負担の軽減などの対策
を講じること･･･【介護報酬の底上げ】

３ 全額国庫負担により、すべての介護従事者の給与を全産業平均まで早急に引き上げること。
介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き上げを行うこと

･･･【大幅な処遇改善】

４ 必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保険料、利用料などの費用負担の軽減、
サービスの拡充による介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護保険財政に対する

国庫負担の割合を大幅に引き上げること･･･【制度の抜本改善＝国庫負担引き上げ】

介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める請願署名
ー新たな利用困難をもたらす見直しを中止し、

介護する人、受ける人がともに大切にされる介護保険制度へー

★ 私たちの４つの基本要求

537

547

111

102

513

177

サービスの利用に特に影響はない

サービスの利用回数や時間を減らす

サービスの利用を中止する

サービスの利用回数や時間を減らす、

利用を中止する

今までどおり利用を続けるために家計を切り

詰める（食費などを削る）

その他

全日本民医連・介護保険見直しに関する緊急影響調査 （２０２５年１０～１１月）

（31.6%）

（6.5%）

（6.0%）

（30.1%）

（10.4%）

（42.1%）

Ｎ＝1,702（在宅サービス利用者、複数回答）

「もし、利用料が２割になったら、現在のサービスの利用をどうしますか」

※ ２０２６年１２月２６日記者会見資料
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「今回の見直し案に対する意見・要望」

◆ 現状でも有料老人ホームの利用料と介護サービス費を合わせて月に１５万円以上で、年金では足りず補填
が必要です。２割負担になったら支払いができません。

◆ 今でさえ医療介護の負担が高額なので大変なのに困る。他の支援、介護サービス以外のタクシー代やシル
バー人材センターに依頼する有料サービス代金もあり、介護保険だけではないことを理解してほしい。

◆ ９１歳から介護保険をつかっています。それまでにたくさんの保険料を納めてきました。その上にまだ利用負
担を上げるなんてとても悲しい。

◆ 困る、無理です！物価も高くなり、切る詰めるところがない！

◆ 死んだ方が早いけど死にたくない。

◆ 身体状況が変わらないのに、利用料だけがあがるのは納得できない。

◆ 年金はちっとも上がらないのに、支払う方ばかりが増えていく。加齢とともに病院通い、薬も増えていく。物価

もあがっている。保険料をちゃんと支払っているのに、いざ使いたいと思っても費用負担を考えたら使えない。通
院にかかる交通費の補助がほしい。バス停まで遠い。スーパーや銀行までも歩けずタクシーを使わないといけ
ない。

◆ 負担が増えてサービスを経済的な影響で受けることが出来なくなると、どうでもいいやという絶望感がある。

少ない収入から長い間税金を払ってきた。年金も減らされ、ぎりぎりの生活をしている。何のための介護保険か。
上げないでほしい。

◆ 物価、光熱費、保険料諸々あがり、もらえる給料や年金は減っており、現時点で余裕のある生活を送れてい
ない。これ以上の負担増は、早く死ななければいけないのかという気持ちになる。

◆ 物価高で給付金もなく消費税減税もないのに２割負担になったら生活出来ない。今でさえギリギリ。最近

テレビで７０代女性が１０２歳の母親を殺害したニュースを見て胸がとても苦しくなった。１２年老々介護で母
親は認知症でベッドから転落し救急車を呼んだが、次からは通報しないでと言われ、衝動的に殺害したと。
今の時代、施設に入れたくても空きがないと断られ、結構なお金を必要で何のために介護保険料を支払い
続けて来たのかと思うとやるせない気持ちになった。世の中にそういった方が沢山いるのにただでさえ物価
高騰で米は５キロ４千円で食費は１０万円はかかっているのに利用料引き上げではどうやって生活してい
けばいいのかわからない。死んでくださいと言われているように感じます。政府の人たちに怒りを感じます。

❶ 物価の高騰が続く中、１割負担の現在においても必要なサービスの利用や生活
上に困難を抱えている利用者が多数おり、この状態で利用料の新たな引き上げが
実施されれば、在宅サービスの利用、施設入所の継続に支障を来すケースが多数
出現することが見込まれる。

❷ その結果、必要なサービスを利用できないことにより、利用者本人の身体的・精
神的状態の悪化、家族の介護負担や経済的負担の増大など、本人・世帯に様々な
困難が新たに生じることが予測される。

❸ 利用料が２割になっても支払いが可能が利用者でも、今後加齢とともに利用する
サービスが増えた時に、利用料を払いきれるかどうか将来に不安を抱えている。

調査から明らかになったこと

❹ 回答者の約３割が、仮に利用料負担が２割になった

としても在宅サービスの利用を減らせない、施設を退
所できないため、食費や外出の機会を減らすなど、本
人・世帯の生活費を切り詰めて利用料を捻出せざるを
得ないと回答した。利用サービスの増減などの外見で
は測れない、「顕在化しない介護・生活困難」が広がる
ことが予測される。

１２月２６日､記者会見を行いました



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

介護請願署名＝２０２５年臨時国会・２０２６年特別国会に提出

１ 介護保険の利用に困難をもたらす利用料２割負担の対象拡大、ケアプランの有料化、要介
護１、２の保険給付はずし（総合事業への移行）など、介護保険の利用に重大な困難をもたら
す新たな制度見直しを検討しないこと･･･【改悪（負担増）阻止】

２ 訪問介護の基本報酬引き下げを撤回し、介護報酬全体の大幅な底上げを図る再改定を至
急行うこと。その際はサービスの利用に支障が生じないよう、利用料負担の軽減などの対策
を講じること･･･【介護報酬の底上げ】

３ 全額国庫負担により、すべての介護従事者の給与を全産業平均まで早急に引き上げること。
介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き上げを行うこと

･･･【大幅な処遇改善】

４ 必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保険料、利用料などの費用負担の軽減、
サービスの拡充による介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護保険財政に対する

国庫負担の割合を大幅に引き上げること･･･【制度の抜本改善＝国庫負担引き上げ】

介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める請願署名
ー新たな利用困難をもたらす見直しを中止し、

介護する人、受ける人がともに大切にされる介護保険制度へー

★ 私たちの４つの基本要求

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

新たな処遇改善策＝総合経済対策（２０２５年補正予算）
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酷暑下の訪問介護に補助（２０２５年度補正予算）

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

実態を告発-「ケア社会をつくる会」緊急アンケート

朝日新聞 ２０２５・９・１１夕刊

● 小島美里さん「ヘルパーは絶対なくしてはいけない仕

事。異常な暑さの中奮闘するヘルパ＾ーの労苦に報いる
「危険手当」を払えるよう、国は介護報酬を引き上げる必
要がある」
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「他職種と遜色のない処遇改善に向けて、（２０２７年度を待たずに）２０２６年介護報
酬改定において、必要な対応を行う」

改定率 ＋２.０３％
（内訳） ・ 処遇改善分 ＋１.９５％

・ 基準費用額（食費）の引上げ分 ＋０.０９％

２０２６年介護報酬改定（＝期中改定）の実現

● 介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月１.０万円（３.３％）の賃上げを実現する措置を実施
する
● 生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月０.７万円（２.４％）の上乗せ措置を実施
する
● 合計で、介護職員について最大月１.９万円（６.３％）の賃上げ（定期昇給０.２万円込み）が実現する措置。

● 上記の措置を実施するため、今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者
に拡大するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける

● また、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等につ
いて、新たに処遇改善加算を設ける。

● 介護保険施設等における食費の基準費用額について、１日当たり１００円引き上げる
（低所得者については、所得区分に応じて、利用者負担を据え置き、または１日当たり３０～６０円引上げ）。
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介護請願署名＝２０２５年臨時国会・２０２６年特別国会に提出

１ 介護保険の利用に困難をもたらす利用料２割負担の対象拡大、ケアプランの有料化、要介
護１、２の保険給付はずし（総合事業への移行）など、介護保険の利用に重大な困難をもたら
す新たな制度見直しを検討しないこと･･･【改悪（負担増）阻止】

２ 訪問介護の基本報酬引き下げを撤回し、介護報酬全体の大幅な底上げを図る再改定を至
急行うこと。その際はサービスの利用に支障が生じないよう、利用料負担の軽減などの対策
を講じること･･･【介護報酬の底上げ】

３ 全額国庫負担により、すべての介護従事者の給与を全産業平均まで早急に引き上げること。
介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き上げを行うこと

･･･【大幅な処遇改善】

４ 必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保険料、利用料などの費用負担の軽減、
サービスの拡充による介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護保険財政に対する

国庫負担の割合を大幅に引き上げること･･･【制度の抜本改善＝国庫負担引き上げ】

介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める請願署名
ー新たな利用困難をもたらす見直しを中止し、

介護する人、受ける人がともに大切にされる介護保険制度へー

★ 私たちの４つの基本要求
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20.2%
6.2%

9.6%
6.1%

2.3%
8.1%

2.8%
14.7%

3.2%
13.2%
13.4%

利用料の負担

施設での居住費・食費の負担

認定結果が合っていない

総合事業への移行

総合事業以外のサービスの内容

支給限度額による利用上限

自治体のローカルルール

施設・在宅で療養･生活の場が見つからない

介護保険料未納による給付制限

困った時などに相談できる人がいない

その他

制度の仕組みがつくりだしている利用困難 （民医連調査）

【問】 「どのような制度上の問題でサービス利用の困難が生じていますか」（複数回答）

※全日本民医連「２０１９年介護事例調査」（５７８事例）より
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社保協「介護保険制度の抜本改善提言」（パンフレット）

■ 介護保険「２５年」の経過と現状

● 相次ぐ給付削減と負担増
● 低く固定化された介護報酬
● 広がり続ける怒り

－訪問介護基本報酬の引き下げ
● 深刻さを増す人手不足
● 進まない処遇改善
● 介護困難の広がりの中で、

介護保険料は右肩上がり
● コロナ禍のもとで

■ 介護保険が直面している＜３つの危機＞

■ 政府が準備しているさらなる改悪メニュー

■ 介護保険制度の緊急改善・抜本改善を求める
● 制度改革の焦点
● 介護保険制度、高齢者介護補償のあり方、
めざすべき方向について、議論を呼びかけます

【当面の「緊急改善」案】

【介護保険制度の「抜本改善」案】

★ 政府の制度改革のスピードは早く、利用者と家族はそのたびに翻弄され、介護現場は目の前の対応に日々追われています。

しかし、そうした状況だからこそ、介護保険制度、高齢者介護保障の本来のあり方について多くの人たちと議論し、共有を図り、
声を挙げていくことが大切になっているのではないでしょうか。

★ この「提言」が、介護保険・高齢者介護保障のあり方について、多くの団体、個人のみなさんとご一緒に議論を進めていく一助
になればと思います。地域から、職場から、介護改善を求める声と運動を大きく広げていきましょう。
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● 介護保険料は、逆進的な定額負担ではなく、所得

に応じた定率負担制に切り替える。市町村民税非課
税者から保険料を徴収しない。年金天引き制度（特
別徴収）、未納者・滞納者への制裁措置を廃止する

● 利用料は廃止する（介護の無償化）

● 現行の要介護認定制度は廃止する。要支援・要介

護度ごとに設定された保険給付の上限（区分支給限
度額）は撤廃し、利用者の介護の実態に見合った給
付内容を保障する

● 利用するサービスの内容については、ケアマネ

ジャーの裁量を高め、ケアマネジャーと本人、家族が
協議して決定することを基本とする仕組みに改める。
その際、市町村は必要十分なサービスを確保できる
よう責任を果たす

● （処遇改善） 介護の公共性をふまえ、すべての介

護従事者の賃金をその専門性にふさわしい水準を確
立し引き上げる

● 公費を投入して介護保険料を引き下げる

● 利用料の２割負担、３割負担を１割に戻す。低所
得者を対象とした利用料の減免措置を講じる

● 補足給付の「資産要件」「配偶者要件」を撤廃する。
認知症グループホーム、特定施設に対象を拡大する

● 軽度に判定されやすい認知症など、個々の状態

が正確に反映されるよう認定システムの大幅な改善
を図る。

● 区分支給限度額（保険給付の上限額）を大幅に
引き上げる

● （処遇改善） 就業場所や職種を問わず、全ての介

護従事者の給与を少なくとも全産業平均水準まで引
き上げる

● これ以上の制度の後退を許さない（示されてい
る見直し案を検討・実施に移さない）

制度の改善・立て直しは待ったなし！－「機能不全」の解消

■ 「緊急改善」案

－現状の困難を早急に打開するとともに、さら
なる制度の後退を許さない

■ 「抜本改善」案

－本来の社会保険への転換をめざす制度の
「再設計」

＜社保協「介護保険制度の抜本改善提言」より＞
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【１】 国庫負担割合の引き上げは不可欠

● このままでは、財政破綻は避けられない ＜介護給付費の増大⇒保険料高騰⇒支払い困難（年金の目減り・
生活困難）⇒保険料の引き上げ困難＞･･･残るのは徹底的なサービスの削減＝「制度残って介護なし」！

● ❶高齢化の進展に伴う介護需要の拡大への対応、❷制度の改善によるサービスの充実、❸払える水準の介
護保険料設定－のためには、国庫負担割合の大幅な引き上げ（高齢者保険料割合の圧縮）が不可欠

制度改革の政策的焦点－制度の「公正性」と「持続可能性」の確保

【２】 処遇改善 ＝利用料に連動する介護報酬ではなく、全額国費で全産業平均水準賃金を実現

都道府県
負担金

市町村負担金

（調整交付金）

国庫負担分
（計２５％）

公費保険料

（制度開始時は１７％）

第２号保険料

５％

２０％

１２.５％

１２.５％

２３％

２７％ ●自民党
＝国費１０％引き上げを主張（２０１２年）

● 公明党
＝公費割合を５割から６割へ

（２０１０年 参院選重点政策）
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不公平税制の是正・防衛費を削って社会保障へ

■ 防衛装備品移転円滑化基金

東京新聞 ２０２５・２・６

企業規模別・法人税実質負担率（２０２０年度）

所得階級別の所得税負担率（２０２２年度所得税）

★ 訪問介護基本報酬減額分･･･５０～６０億円

「１億円の壁」
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敵
基
地
攻
撃
能
力
の
保
有

※ 「歳出改革で保険料を下げれば支援金
分と相殺されるので、負担増にはならない」

「こども金庫」 ２６年４月～

（特別会計）

大軍拡路線と 全世代型社会保障改革（＋少子化対策）
憲法９条と２５条に対する攻撃の一体化＝ “防衛費と社会保障費はトレード･オフ”

★ＧＤＰ比２％目標
＝２０２５年補正予算で前倒し実施

「改革工程」（２０２３年１２月）

全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋

★ こども未来戦略（加速化プラン）の実施
が完了する２０２８年度までに実施

「聖域」化
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（２０２３年１２月）
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自民･維新連立政権合意書（社会保障）･･･「医療費４兆円削減」盛り込む

二 社会保障政策

▼ 「ＯＴＣ類似薬」を含む薬剤自己負担の見直し、金融所得の反映などの応能負担の徹底など、

２５年通常国会で締結したいわゆる「医療法に関する３党合意書」（６月１１日）および「骨太方針
に関する３党合意書」（２月２５日）に記載されている医療制度改革の具体的な制度設計を２５年
度中に実現しつつ、社会保障全体の改革を推進することで、現役世代の保険料率の上昇を止め、
引き下げていくことを目指す。

■ 自民・公明・維新の＜３党合意＞
－年４兆円の医療費削減

● ＯＴＣ類似薬の保険給付の見直し  
● 病床削減と地域医療構想－人口減少に伴い不要となる病床

（約１１万床）を削減
● 医療DXの推進  
● 地域フォーミュラリの全国展開－後発医薬品の使用促進や患

者負担の軽減を図る  
● 応能負担の徹底－現役世代に負担が偏る構造を見直し、金

融所得を保険料負担に反映させる仕組みを検討
● 生活習慣病の重症化予防とデータヘルスの推進  

★ 「社会保険料の引き下げ＝給付の切り下げ」･･･社会保険は「収支均等」が前提
※介護保険－給付と保険料のジレンマ、現役世代もやがて高齢世代に、介護給付の切り下げは現役世代にも困難もたらす
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「給付」は （「負担」に応じてではなく）、 「必要」に応じて

「負担」は （「給付」に応じてではなく）、「（負担可能な）能力」に応じて

社会保障は国の責任で－ミサイルではなくケアを！

必要充足原則

応能負担原則

介護する人・受ける人がともに大切にされる制度へ
（ ⇒ ともにケアし合う社会へ）

★「給付」と「負担」の切り離し＝社会保障の本質

★ ケアを顧みようとしない新自由主義政治が続く中、日本は公的ケアが大きく不足する社会に！
新自由主義政治の転換、防衛費の削減、社会保障拡充で、誰もが安心して暮らせる社会に！

真の「介護の社会化」を！－「介護の再家族化」「介護の市場化」を許さない

「人権としてのケア」の実現

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増
進に努めなければならない

＜日本国憲法第２５条＞
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臨時国会
（１０～１２月）

特別国会（２月１８日～７月１７日） 臨時国会（１０～１２月） 通常国会（１月～６月）

２０２５年 ２０２６年 ２０２７年

制
度
「
改
正
」

緊
急
支
援
策

審
議
会
報
告

閣
議
決
定

■介護保険部会
審議

三大改悪案

２６年度予算
編成作業

（２５年度補正予算案）

経済対策審議

＜介護支援パッケージ＞
・ 処遇改善
・ 事業所への緊急支援

（２６年度予算案）

◆高市新内閣発足 ◆解散・総選挙 ⇒ 第２次高市新内閣始動（２月１８日）

報
酬
改
定
①

２６年度報酬改定
（６月～）

「骨太方針２０２６｣

報
酬
改
定
②

予算案
審議

可決・成立

（年度内）

閣
議
決
定

２０２７年度予算編成
作業（～１２月）

（１２月）

予算案
審議

可決・成立
（年度内）

２
０
２
７
年
度

報
酬
改
定

「改正」法案
提案・審議

「
改
正
」介
護

保
険
法
施
行

利用料２割負担対象拡大など

■ 介護保険部会
審議 ＜継続＞

可決・成立

総
合
経
済
対
策

処遇改善策実施
（１２月～２０２６年５月）

・ ❶❷⇒法「改正」不要（政令「改正」・パブコメ）

・ ❸⇒法「改正」必要

❶ 基準額の引き下げ

❷ 負担上限額の設定（月７０００円）／“当分の間”

❸ 貯金額が一定額以下の場合、１割負担に据え置き

【利用料２割負担対象拡大（案）】

（７月） （１０月） （１２月） （１月）（２月）

通常
国会

（１月）

●「社会保障国民会議」とりまとめ
･･･消費税減税？／夏頃までに

介護保険見直しをめぐる動き（２０２５～２０２７）

★ ★ ★ ★ ★ ★

●「骨太方針２０２６」（６月）
＝経済・財政運営の基本方針

審議会
報告

■ 介護給付費分科会
審議

大臣折衝合意

審議期間短縮

改定率決定


